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出典：国際経営開発研究所「World Competitiveness Yearbook 2002」
（備考）97年以降については、新基準に基づくデータ。
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各国の競争力ランキング
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◆国家の目標

◆知的財産戦略会議の設置

・研究活動や創造活動の成果
を、知的財産として、戦略的に
保護・活用する。

・日本の産業の国際競争力を強
化する。

知的財産戦略会議の開催
2002年2月25日

第154回国会
総理大臣方針演説

2002年2月4日

知的財産戦略大綱
2002年7月3日

知的財産戦略会議

• 各省大臣

• 有識者（11名）

知的財産戦略
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知的財産
戦略大綱

●知的財産基本法の制定

（2003年3月1日施行）

●知的財産戦略本部の設置

（2003年3月1日設置）

知的財産に関する総合的な取
組が必要。
（１） 創造戦略
（２） 保護戦略
（３） 活用戦略
（４） 人的基盤の充実

実現に向けた戦略

「知的財産立国」

知的財産により、製品やサービスの高

付加価値化を進め、経済・社会の活性

化を図る。

知的財産立国の実現

●我が国の産業競争力低下への懸念

●知的創造サイクルの確立の必要性

現状と課題

知的財産戦略
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知的財産戦略本部
• 本部長 内閣総理大臣

• 副本部長

内閣府特命担当大臣（科学技術政策）

内閣官房長官

文部科学大臣

経済産業大臣

• 本部員 すべての国務大臣、有識者（10名）

 知財戦略策定と実施

 関連省庁との政策策定における調整と協調

●知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会
●コンテンツ強化専門調査会

知的財産戦略本部
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●国際標準化戦略タスクフォース

企画委員会
・国務大臣（知的財産戦略担当）
・関係府省の副大臣又は政務官
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これまでの主な成果
～１つの省では実現不可能な課題の実現～

●知的財産高等裁判所の発足（2005年4月1日）

●大学知的財産本部を設置（2009年4月1日現在で計197大学）

●特許審査迅速化に向け、特許審査官の大幅増（5年間で約500人増加）

●模倣品・海賊版対策の強化

（模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA）締結に向けたイニシアチブ）

●著作権法の改正（2009年：検索サービスの適法化、違法ダウンロード対策等）

●先端医療分野の特許対象の見直し（2009年6月：投薬方法の特許対象化等）

●「日本ブランド戦略」の策定（2009年3月）

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010~
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知的財
産推進
計画
２０１０

知的財産推進計画

出典：

知的財産推進
本部資料
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有望事業展開先国 （％）

出典：海外直接投資アンケート結果 （国際協力銀行）
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有望事業展開先の理由 （％）

出典：海外直接投資アンケート結果 （国際協力銀行） 現地マーケットの成長性

安価な労働力

現地マーケットの現状規模

対日輸出拠点＋第三国輸出拠点として

インド ベトナム タイ中国
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研究開発費／GDP（％）研究開発費（億RMB）
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出典：2009跨国公司中国报告出典：中国統計年鑑（2010年版）

研究開発費
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◆ 2008FYの科学技術研究費は18兆8001億円。2007FY（18兆9438億円）に比べ
0.8％減少（9年ぶり）

◆ 2008FYの科学技術研究費は、ＧＤＰに対する比率が3.78％と過去最高。

出典：2009年科学技術研究調査
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（参考）日本の研究開発費
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研究開発費／GDP

研究開発費
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専利出願の動向

出典：JPO年次報告書、SIPO年度報告、KIPO年度報告

USPTO年度報告、EPO年度報告

特許出願件数の推移
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出典：SIPO 年度報告、SIPO最新状況紹介

中国専利出願件数の推移

348596

314573

456106

134542

163523

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Japan China US EU Korea



13

外国からの特許出願件数

出典：JPO年次報告書から作成

特許出願における外国出願の割合
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権利活用の動向 （中国）

出典：中国知識産権保護状況

行政取り締まり件数
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技術市場成約額
(億RMB)

出典：中国統計年鑑（2010年版）
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出典：SIPOホームページから作成
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IEC 特許声明書提出数

技術標準における特許

ITU-T 特許声明書提出数
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IEC = International Electrotechnical Commission for Standardization

ITU = International Telecommunication Union
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知的財産の役割

市場ニーズに基づく製品開発

Ｒ＆Ｄ拠点の構築

研究開発の選択と集中
自主開発、共同研究
他社技術の導入

職務発明制度の整備
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専利権の機能

排他的独占
第三者に対する参入障壁を構築できる
市場を独占できる
損害賠償の請求、差し止めが可能である
権利期間が有限である

公開
競争相手が技術を習得できる
権利を迂回する措置（Design Around）が講じられる
研究開発を行うための先行技術となる
競争相手の開発動向を把握できる

財産
第三者へのライセンスが可能である
売買、融資、質権の対象となる



シュナイダーＶＳ正泰事件
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実用新案権 侵害訴訟 実用新案権 無効訴訟

正泰がシュナイダーを提訴
（温州市中級人民法院）

シュナイダーが正泰の権利無効審判を請求
（SIPO専利復審委員会）

正泰の権利は有効
（SIPO専利復審委員会）

シュナイダーは審決を不服として上訴
（北京市第一中級人民法院）

正泰の権利は有効
（北京市高級人民法院）

正泰の権利は有効
（北京市第一中級人民法院）

シュナイダーは審決を不服として上訴
（北京市高級人民法院）

シュナイダーは敗訴、損害賠償は約３.３億人民元
（温州市中級人民法院）

シュナイダーは判決を不服として上訴
（浙江省高級人民法院）

和 解
シュナイダーは正泰に対して１．５７５億人民元を支払う

2006年7月

2006年8月

2007年4月

2007年9月

2007年10月

2009年3月

2009年4月

2007年7月

専利権の機能
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ノウハウの機能

排他性を有しない
第三者が独自に開発した技術を排除できない
損害賠償の請求、差し止めが可能である

非公開
競争相手が技術を習得できない
秘密である限り、無期限な保護が可能である
職員への守秘義務、アクセス制限等、秘密状態を保持す
る管理体制の構築が必要である

人材の移動に伴う技術漏えいが懸念される
他者が不正に取得したことを立証することが難しい
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知的財産の役割

知財権の選択（専利、ノウハウ）

権利化する国の選択

製品の特徴

排他的独占
他者を排除し、市場を独占

第三者へのライセンス
特許の技術標準化
自己の技術の使用者を拡大させる
代替技術の開発意欲を喪失させる
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知的財産の役割

財産としての活用
権利の売買
権利に基づく融資・担保

権利者として
権利侵害者、模倣業者の排除
訴訟を提起する国の選択

被侵害者として
訴訟リスク
無審査登録の権利（実用新案、意匠）



日本貿易振興機構北京センター

知的財産権部

HP：http://www.Jetro-pkip.org

Tel：+86-10-6528-2781

Fax：+86-10-6528-2782

ご清聴ありがとうございました。
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